
 

1 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

1 

（ページ） 11 特定建設工事共同企業体の構成員は、SPC に出資する企業（構成企業）または出資

しない企業（協力企業）のどちらかとして参加することが、可能と考えて宜しいで

しょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 第 4章 1.、 2）、 

（項目名） 応募者の構成等 

2 

（ページ） 11 「実施方針書に関する質問、提案及び意見に対する回答書」【質問 27】の通り、「代

表企業は、SPC の唯一最大の出資者となることを予定するものとする。」とされて

いますが、その他の構成企業の出資比率は任意と考えて宜しいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 第 4章 1.、3） 

（項目名） SPCの出資 

3 

（ページ） 11 企業グループは、本施設の設計を行う企業（以下「設計企業」という。）、本施設

の建設を行う企業（以下「建設企業」という。）とありますが、1 社が設計と建設

を担う場合は、様式１－８のチェックリストにおいて、「（１）設計を行う者の参

加資格要件チェックリスト」と「（２）建設を行う者の参加資格要件チェックリス

ト」の２種類のチェックリストを提出するとの理解でよろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 第 4章 1.4) 

（項目名） 応募者の構成等 

4 

（ページ） 11 本文中「参加表明書及び資格審査書類の提出時に、～業務等の分担に関する協定を

締結していることとする。」とありますが、業務等の分担に関する協定を締結する

ことを証明する書類とは、どのようなものかご教示願います。 

業務等の分担が確認できる協

定書（様式は任意）を想定し

ています。 

（項目番号） 第 4章 1.6) 

（項目名） 応募者の構成等 

5 

（ページ） 12 共通の参加資格要件として、「廃棄物処理法第 7条第 5項第 4号に該当しない者」

とありますが、当該条文は一般廃棄物の収集又は運搬に関する内容でありますが、

本事業との関連について、ご教示願います。 

「廃棄物処理法第 7条第 10項

第 4 号に該当しない者」と読

み替えてください。 

（項目番号） 第 4章 2.1)(4) 

（項目名） 共通の参加資格要件 

6 

（ページ） 13 新設の一般廃棄物処理施設における設計を元請として施工した実績について、発電

出力に関する要件はございますでしょうか。 

入札説明書に記載している要

件を満足してください。 （項目番号） 第 4章 2.2)(1)④ 

（項目名） 
設計を行う者（設計企業）

の参加資格要件 

  



 

2 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

7 

（ページ） 13 建設工事において、建設事業者から本事業の業務の一部を請負った企業は下請企業

かつ協力企業となることは可能でしょうか。 

建設工事を担当する構成企業

又は協力企業が請負った建設

工事の一部を構成企業又は協

力企業が下請することは可と

します。ただし、建設業法等

の関係法令を遵守してくださ

い。 

（項目番号） 第 4章 2.2)(2) 

（項目名） 
建設を行う者(建設企業)

の参加資格要件 

8 

（ページ） 13 建築一式工事や電気工事及び管工事の工種における総合評定値については、管内業

者または管外業者のいずれかで満たせばよいと考えてよろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 第 4章 2.2)(2)② 

（項目名） 
建設を行う者（建設企業）

の参加資格要件 

9 

（ページ） 13 新設の一般廃棄物処理施設における建設を元請として施工した実績について、発電

出力に関する要件はございますでしょうか。 

入札説明書に記載している要

件を満足してください。 （項目番号） 第 4章 2.2)(2)③ 

（項目名） 
建設を行う者（建設企業）

の参加資格要件 

10 

（ページ） 13 ダイオキシン類の排出規制が強化された後、平成 14 年以降に竣工し、地方公共団

体が発注した下記に示す要件をすべて満たす新設の一般廃棄物処理施設において、

建設を元請として施工した実績を有すること。とありますが、この項で記載のある

“実績”はプラントと建築の施工実績をともに有するというとの理解でよろしいで

しょうか。 

プラント設備の施工実績を指

します。 （項目番号） 第 4章 2.2)(2)③ 

（項目名） 
建設を行う者(建設企業)

の参加資格要件 

  



 

3 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

11 

（ページ） 14 専任する監理技術者の工事現場への専任期間は『監理技術者制度運用マニュアル

（国土建第 349号）』の三(2)に則って配置することでよろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 第 4章 2.2)(2)④ 

（項目名） 
建設を行う者（建設企業）

の参加資格要件 

12 

（ページ） 14 資格を有する監理技術者を複数人挙げ、その中から人選してもよろしいでしょう

か。参加資格審査申請書提出時に配置を確定することが難しい状況となることを想

定したものです。 

可とします。 

（項目番号） 第 4章 2.2)(2)④⑤ 

（項目名） 
建設を行う者（建設企業）

の参加資格要件 

13 

（ページ） 14 建設 JV を結成した場合の監理技術者・現場代理人の配置について、土建工事、プ

ラント工事それぞれの工事進捗に合わせて、建設 JV 構成員の中から、適切な時期

に適切な人員を選定して配置するものと理解してよろしいでしょうか。 

本組合がやむを得ないと認め

た場合以外、途中交代は認め

られませんので、慎重かつ必

要最小限に適切な人員を配置

してください。 

（項目番号） 第 4章 2.2)(2)④⑤ 

（項目名） 
建設を行う者（建設企業）

の参加資格要件 

14 

（ページ） 14 「実施方針書に関する質問、提案及び意見に対する回答書」【質問 44】の通り、「建

設業法における建築工事業に係わる監理技術者として、一級建築施工管理技士又は

これと同等の資格を有する者を本工事に専任で配置できること」とされています

が、監理技術者と現場代理人は、兼任することが可能と考えて宜しいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 
第 4章、2.、2）、（2）、

⑤ 

（項目名） 監理技術者 

  



 

4 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

15 

（ページ） 14 「実施方針書に関する質問、提案及び意見に対する回答書」【質問 51】の通り、監

理技術者について、国土交通省では「監理技術者等の専任期間」で定めている、請

負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間については、工事現場への専任を

要しない期間とされています。当事業における設計期間については、監理技術者を

配置しなくても良いと考えて宜しいでしょうか。また、参加表明に係る配置予定技

術者の申請について、複数の配置予定技術者を、申請することが可能と考えて宜し

いでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 
第 4章 2.、2）、（2）、

⑤ 

（項目名） 監理技術者 

16 

（ページ） 14 現在、申請する監理技術者が、他の工事に従事しており、参加資格確認基準日の令

和 2年 10月 23日（金）には、コリンズに登録されていますが、令和 3年 8月予定

の事業契約締結前に、従事工事が完了し、予定通りに配置できる場合、問題ないと

考えて宜しいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 
第 4章、2．、2）、（2）、

⑤ 

（項目名） 監理技術者 

17 

（ページ） 14 設計・建設で締結する建設工事請負契約後、設計作業等があるため、すぐに工事着

手にはならないことが想定されます。監理技術者等のコリンズ登録は、建設工事請

負契約後すぐに登録が必要になるのか、実際の工事着手時に登録が必要になるの

か、ご教示下さい。 

建設工事請負契約後の登録が

必要になります。 （項目番号） 第 4章、2．、（2）、⑤ 

（項目名） 監理技術者 

18 

（ページ） 14 「実施方針書に関する質問、提案及び意見に対する回答書」【質問 23】の通り、建

設企業（単体または複数企業）が特定建設工事共同企業体を設立する場合、JV方式

（甲型、乙型）は任意と考えて宜しいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 第 4章、2.、3）、 

（項目名） 特定建設工事共同企業体 

19 

（ページ） 14 一般廃棄物処理施設における運転管理した実績や現場総括責任者の業務経験につ

いて、第 4 章 2.2)(1)④や第 4 章 2.2)(2)③と同様の処理能力にかかわる要件も求

められるものと理解してよろしいでしょうか。 

入札説明書に記載している要

件を満足してください。 （項目番号） 第 4章 2.2)(3)①、② 

（項目名） 
運営を行う者（運営企業）

の参加資格要件 

 



 

5 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

20 

（ページ） 14 一般廃棄物処理施設における運転管理した実績について、発電出力に関する要件は

ございますでしょうか。 

入札説明書に記載している要

件を満足してください。 （項目番号） 第 4章 2.2)(3)①、② 

（項目名） 
運営を行う者（運営企業）

の参加資格要件 

21 

（ページ） 14 ②および③については、要件を満たしていることを前提に同一の人物を配置するこ

とは可能でしょうか。 

可とします。 

（項目番号） 第 4章 2.2)(3)②、③ 

（項目名） 
運営を行う者（運営企業）

の参加資格要件 

22 

（ページ） 14 様式１－１２運転経験を有する技術者の資格及び業務経験につきまして、欄中には

“運転管理の業務経験”、“運転管理実績”との記載があります。この様式におい

て、運転経験を有する技術者の資格及び業務経験に記載を統一するため、“運転業

務の経験”、“運転実績”と読み替えてよろしいでしょうか。 

可とします。 

（項目番号） 第 4章 2.2)(3)③ 

（項目名） 
運営を行う者（運営企業）

の参加資格要件 

23 

（ページ） 21 なお、「質問」として提出された場合であっても、記載内容が「意見」であると判

断した場合には「意見」として取扱うとありますが、様式２－１入札参加資格に関

する質問、様式２－２入札説明書等に関する質問【１回目】には、「質問」の欄の

みとなっております。「質問」と記載されている箇所を「意見」と書き換えて「意

見」も記載してもよいとの理解でよろしいでしょうか。 

本入札説明書では、質問のみ

を受付しております。なお、

本組合の承諾なく指定様式を

変更して提出した場合、その

質問書を無効とします。 

（項目番号） 第 5章 5.3) 

（項目名） 

入札参加資格、入札説明

書等に関する質問【1回

目】の受付及び回答の公

表 

  



 

6 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

24 

（ページ） 22 資格審査に係る提出書類のまとめ方について、見やすいファイリングに努めること

で、提出方法は任意との理解でよろしいでしょうか。 

入札説明書に記載している要

件を満足したうえで、まとめ

方については任意とします。

なお、提出方法は持参してく

ださい。 

（項目番号） 第 5章 5.4) 

（項目名） 
参加表明書の受付（資格

審査書類の受付） 

25 

（ページ） 23 なお、「質問」として提出された場合であっても、記載内容が「意見」であると判

断した場合には「意見」として取扱うとありますが、様式２－３入札説明書等に関

する質問【２回目】には、「質問」の欄のみとなっております。「質問」と記載さ

れている箇所を「意見」と書き換えて「意見」も記載してもよいとの理解でよろし

いでしょうか。 

【質問 23】を参照してくださ

い。 （項目番号） 第 5章 5.7) 

（項目名） 

入札参加資格、入札説明

書等に関する質問【2回

目】の受付及び回答の公

表 

26 

（ページ） 25 主な不正２事由として「贈賄、談合等～」とありますが、「等」とは、どのような

ものを想定されているかご教示願います。 

贈賄及び談合以外の本組合と

の信頼関係を損なう不正行為

を想定しています。 

（項目番号） 第 5章 5.14)(1) 

（項目名） 入札結果の通知及び公表 

27 

（ページ） 27 様式１－１、その他様式内に記載するグループ名は任意との理解でよろしいでしょ

うか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 第 6章 1.2) 

（項目名） 資格審査書類 

28 

（ページ） 27 様式１－２構成企業及び協力企業一覧表の担当業務において、1 社が設計業務と建

設業務を担う場合は設計業務と建設業務に〇をつけるとの理解でよろしいでしょ

うか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 第 6章 1.2) 

（項目名） 資格審査書類 

  



 

7 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

29 

（ページ） 27 様式１－８(1)、(2)、（3）参加資格要件チェックリスト 1.共通の入札参加資格要

件（様式１－８）の添付資料について、3)法人税、法人住民税及び法人事業税納税

証明書（直近の事業年度）及び 4)消費税納税証明書（直近の事業年度）については、

要件を満たしていることが確認できるこれら証明書の写し（コピー）で提出しても

よろしいでしょうか。 

可とします。 

（項目番号） 第 6章 1.2) 

（項目名） 資格審査書類 

30 

（ページ） 27 様式１－８（３）２．②において「運転経験を有する技術者」の証明をする書類が

様式１－１１、様式１－８（３）２．③において「現場総括責任者」の証明をする

書類が様式１－１２となっておりますが、内容を鑑みますと入れ違いと推測してお

ります。様式１－８(３)２．②の「運転経験を有する技術者」の証明をする書類を

様式１－１２、様式１－８(３)２．③の「現場総括責任者」の証明をする書類を様

式１－１１と読み替えてよろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。なお、

様式１－８の改訂版を公表い

たします。 

（項目番号） 第 6章 1.2) 

（項目名） 資格審査書類 

31 

（ページ） 27 様式１－１５役員等調書及び照会承諾書において、本様式の提出は代表企業のみと

の理解でよろしいでしょうか。 

すべての構成企業及び協力企

業の提出が必要となります。 （項目番号） 第 6章 1.2) 

（項目名） 資格審査書類 

32 

（ページ） 27 「様式に従った表紙を付け」とは、資格審査（第一次審査）時の提出書類における

様式 1-1～様式 1-17の様式毎に入札参加申請者による任意の様式で、様式名や様式

番号がわかるような表紙を作成するとの理解でよろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） 第 6章 1.3)(1) 

（項目名） 各書類作成の留意事項 

33 

（ページ） 27 「確認書類」とは、様式 1-8 の 1.および 2.における添付資料のことであり、当該

添付資料の 1ページ目に「書類番号とタイトル」を付けると理解してよろしいでし

ょうか。 

お見込のとおりです。なお、

様式１－９～様式１－14につ

いても、同様の「確認書類」

を添付していただく必要があ

ります。 

（項目番号） 第 6章 1.3)(2) 

（項目名） 各書類作成の留意事項 

  



 

8 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

34 

（ページ） 37 「事業者が汚染土壌及び地中埋設物を確認した場合、本組合に報告し、必要な対策

を講じなければならない」とされていますが、入札説明書等で公表されたもの以外

に、汚染土壌及び地中埋設物を確認した場合、添付資料 3、４ページのリスク分担

表、設計段階の設計変更、建設着工遅延、建設段階の工事増大および工事遅延・供

用開始の遅延に該当し、組合の指示及び提示条件の不備・変更によるものに該当す

ると思われます。リスク負担者は組合と考えても宜しいでしょうか。 

お見込のとおりです。ただし、

リスク範囲・割合等について

は本組合と協議により定めま

す。 

（項目番号） 第 9章、5.、4） 

（項目名） 
土壌汚染対策・地中埋設

物撤去 

35 

（ページ） 添付資料 6 8ページ 「工事費に含まれる費用のうち、土壌汚染対策及び地中埋設物撤去にかかる費用

は、事業量の変動に応じた支払いを行う」、とされていますが、これに伴った工期

延長に係る経費等も、事業量の変動に含まれると考えて宜しいでしょうか。 

お見込のとおりです。ただし、

工期延長の必要性については

事業量の変動を踏まえて、本

組合と協議により定めます。 

（項目番号） 1.、2）、（3） 

（項目名） 事業量の変動 

36 

（ページ） 様式 1-1 様式に記載する代表者名および代表者印は、会津若松地方広域市町村圏整備組合様

の入札参加資格登録において受任者を設定している場合は、その受任者における氏

名や代表社印を用いると理解してよろしいでしょうか。また、その他の様式につい

ても、同様の理解でよろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） - 

（項目名） 参加表明書 

37 

（ページ） 様式 1-5 会津若松地方広域市町村圏整備組合様の入札参加資格登録において受任者を設定

しており、各様式には受任者における氏名や代表者印を用いる場合、本様式におけ

る委任状は、入札参加資格登録における委任者から受任者への委任と理解してよろ

しいでしょうか。 

様式１－５委任状（代理人）

は、代表企業の代表者が委任

事項１～６を担当する個人を

代理人として委任するもので

あり、必ずしも入札参加資格

登録における委任者から受任

者への委任ではありません。 

（項目番号） - 

（項目名） 委任状（代理人） 

  



 

9 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

38 

（ページ） 様式 1-2 １者が複数の業務を兼ねて入札参加申請を行う場合、表については、1 者あたり 1

つの表を作成し、表中の担当業務を示す項目については、複数に○を付けて対応す

ることと理解してよろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） - 

（項目名） 
構成企業及び協力企業一

覧表 

39 

（ページ） 様式 1-5 本様式に 1枚に連ねて構成企業、協力企業の委任状を作成するのではなく、構成企

業、協力企業 1者あたり 1枚を作成することも認めていただけますでしょうか。 

可とします。ただし、様式集

に従って作成してください。 （項目番号） - 

（項目名） 委任状（代表企業） 

40 

（ページ） 様式 1-8 1者が複数の業務を兼ねて入札参加資格審査申請を行う場合、添付資料の 1)～6)に

ついては、兼任する業務の数だけご提出するのではなく、1 企業につき 1 式ご提出

するとの理解でよろしいでしょうか。 

可とします。 

（項目番号） (1)(2)(3) 

（項目名） 共通の入札参加資格要件 

41 

（ページ） 様式 1-8 納税証明書については、参加資格確認基準日から 3カ月以内に発行されたものをご

提出すると理解してよろしいでしょうか。また、正本については納税証明書原本、

副本については、納税証明書の写しをご提出すると理解してよろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） (1)1.3) 

（項目名） 共通の入札参加資格要件 

42 

（ページ） 様式 1-8 法人税、消費税納税証明書については、その３の３を、法人住民税及び法人事業税

納税証明書については、本店所在地の納税証明書をご提出するとの理解でよろしい

でしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） (1)1.3)4) 

（項目名） 共通の入札参加資格要件 

43 

（ページ） 様式 1-8 連結対象会社を有しない企業の場合であっても、申立書及び定款、会社登記簿謄本

の提出が必要と理解してよろしいでしょうか。また、申立書の様式や必要事項、押

印の要否がありましたらご教示願います。 

連結対象会社を有しない企業

の場合は提出は必要ありませ

ん。なお、申立書の様式や必

要事項等については任意とし

ます。 

（項目番号） (1)1.6) 

（項目名） 共通の入札参加資格要件 

  



 

10 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

44 

（ページ） 様式 1-8 一級建築士事務所の登録を行っている証明書については、会津若松地方広域市町村

圏整備組合様の入札参加資格登録において受任者を設定している場合は、その受任

地での一級建築士事務所の登録を証明する書類をご提出するとの理解でよろしい

でしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） (1)2.① 

（項目名） 
当該業務を行う者の入札

参加資格要件 

45 

（ページ） 様式 1-9 配置の可能性がある監理技術者複数人を記載し、ご提出することは可能でしょう

か。 

可とします。 

（項目番号） - 

（項目名） 

入札説明書「第4章 2.2」

(2)④」に規定する監理技

術者の資格及び業務経験 

46 

（ページ） 様式 1-10 専任配置する一級建築施工管理技士は、入札説明書 P14 第 4 章 2.2)(2)のとおり、

清掃施設工事の経験が要件ではないものと理解しておりますが、本様式の「処理能

力」、「処理方式」については、経験した工事の概要を記入するものと理解してよ

ろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） - 

（項目名） 

入札説明書「第4章 2.2」

(2)⑤」に規定する監理技

術者の資格及び業務経験 

47 

（ページ） 様式 1-13 配置予定者の各有資格者名の欄は、複数の資格者項目に同じ人物を記載することは

可能でしょうか。 

可とします。 

（項目番号） - 

（項目名） 

入札説明書「第4章 2.2」

(3)④」に規定する配置予

定者の資格 

  



 

11 

入札参加資格に関する質問に対する回答書 

番号 質問箇所 質問内容 回答 

48 

（ページ） 様式 1-15 当様式は全ての構成企業及び協力企業が提出すると認識しておりますが、構成企業

または協力企業ごとに当様式に記入し、記名押印については記入した構成企業また

は協力企業ごとに当該企業が行うものと理解してよろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号） - 

（項目名） 
役員等調書及び照会承諾

書 

49 

（ページ） 無 「実施方針書に関する質問、提案及び意見に対する回答書」【質問 22】の通り、ご

回答いただいた内容は、入札説明書等で公表された内容と変更の無い部分に関し

て、有効と考えて宜しいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

（項目番号）   

（項目名）   

 


